
○岩沼市低入札価格調査実施要綱 

平成３１年４月１日 

告示第５８号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市が発注する工事請負契約において、地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号。以下「令」という。）の規定により実施する低入札価格調査に関し、

法令等で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 低入札価格調査 令第１６７条の１０第１項（令第１６７条の１３において準用す

る場合を含む。）又は令第１６７条の１０の２第２項（令第１６７条の１３において

準用する場合を含む。）の規定による契約の内容に適合した履行がされないおそれ又

は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれの有無について判断するために実施する

調査をいう。 

(2) 工事発注課 事業の設計、積算、監督等を担当する課をいう。 

(3) 調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。 

(4) 失格基準価格 第１号に規定する契約の内容に適合した履行がされないおそれ又

は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると判断する基準になる価格をいう。 

(5) 最低価格入札者 総合評価競争入札（岩沼市総合評価競争入札実施要綱（平成３１

年告示第５７号。以下「総合評価実施要綱」という。）第１条に規定する総合評価競

争入札をいう。以下同じ。）によらない入札における予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって入札した者をいう。 

(6) 最高評価値者 総合評価実施要綱第８条第１項前段の規定による総合評価競争入

札において落札者となるべき評価値の最も高い者をいう。 

(7) 低価格入札者 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者をいう（失格基準価

格を下回る価格をもって入札した者を除く。）。 

（低入札価格調査の対象事業） 

第３条 低入札価格調査の対象事業は、予定価格（予定価格が事後公表の案件については、



設計金額とする。）が５０００万円以上の工事請負契約とする。 

２ 市長は、総合評価競争入札においては、前項の規定にかかわらず、低入札価格調査の

対象事業とすることができる。 

（調査基準価格及び失格基準価格） 

第４条 調査基準価格を設定した事業にあっては失格基準価格を設定するものとし、その

算出方法は、年度ごとに岩沼市入札制度検討委員会設置規程（平成１０年訓令第１１号）

に規定する岩沼市入札制度検討委員会で審議の上、市長が定め、公表するものとする。 

２ 市長は、前項の調査基準価格及び失格基準価格の算出方法を定めるときは、それぞれ

の算出方法が均衡しないよう努めなければならない。 

３ 市長は、契約の性質上、失格基準価格を設定することが適当でないと認めるときは、

第１項の規定にかかわらず、岩沼市契約業者指名委員会規程（昭和５８年訓令第２号。

以下「指名委員会規程」という。）に規定する岩沼市契約業者指名委員会又は岩沼市制

限付き一般競争入札実施要綱（平成２８年告示第４６号。以下「制限付き入札実施要綱」

という。）に規定する岩沼市入札参加資格制限審査委員会で審議の上、失格基準価格を

設定しないことができる。 

（予定価格調書への調査基準価格等の記載） 

第５条 市長は、低入札価格調査の対象事業については、予定価格を記載した予定価格調

書に、調査基準価格、失格基準価格等の低入札価格調査の基準となる具体的な金額を記

載するものとする。 

（入札者への周知） 

第６条 市長は、低入札価格調査の円滑な運用を図るため、低入札価格調査の対象事業で

ある入札に係る公告又は通知に、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 調査基準価格が設定されていること。 

(2) 失格基準価格の設定の有無 

(3) 失格基準価格を下回る価格をもって入札した者は失格となること（失格基準価格を

設定した場合に限る。）。 

(4) 最高評価値者が低価格入札者となったときは、低入札価格調査を実施の上、落札者

としての決定を行うこと。 

(5) 入札後資格確認型制限付き一般競争入札（制限付き入札実施要綱に規定する入札後



資格確認型制限付き一般競争入札をいう。以下同じ。）において低価格入札者となっ

た者については、低入札価格調査を実施の上、制限付き入札実施要綱に規定する入札

参加資格の確認（以下「入札参加資格確認」という。）を実施すること。 

(6) 前２号に規定する以外の入札において最低価格入札者が低価格入札者となったと

きは、落札者の決定を保留とし、低入札価格調査を実施の上、後日、落札者を決定す

ること及び入札者に対しその決定の通知を行うこと。 

(7) 低入札価格調査の結果によっては、最低価格入札者であっても必ずしも落札者とな

らない場合があること。 

(8) 第４号及び第５号の規定により低入札価格調査の実施対象となった低価格入札者

（以下「被調査者」という。）は、当該低入札価格調査に協力する義務を負うものと

し、協力しない被調査者は、失格とすること。 

（入札の執行等） 

第７条 入札の執行者（以下「入札執行者」という。）は、失格基準価格を下回る価格を

もって入札した者を失格とする。 

２ 入札執行者は、総合評価競争入札又は入札後資格確認型制限付き一般競争入札によら

ない入札執行の結果、最低価格入札者が低価格入札者となったときは、前条第６号に規

定する旨を告げて、当該入札を終了するものとする。この場合において、後日の落札者

決定のため必要があると認めるときは、くじによりその順位を確定させた上で、当該入

札を終了するものとする。 

３ 入札執行者は、前条第４号から第６号までの規定により低入札価格調査を実施すると

きは、入札後、速やかに岩沼市低入札価格調査委員会（以下「調査委員会」という。）

に報告しなければならない。 

４ 調査委員会は、前項の規定による報告を踏まえ被調査者による適切な契約履行の可否

について判定を行うものとし、その組織等については、指名委員会規程の例による。 

（低入札価格調査の実施等） 

第８条 低入札価格調査に関する調査事項（以下「調査事項」という。）は、次に掲げる

とおりとし、工事発注課が当該調査を行うものとする。この場合において、被調査者は、

調査事項に関する書類（以下「調査関係書類」という。）の提出に際し、自らの低入札

価格の内容を立証するために必要と認める書類を提出することができる。 



(1) 当該価格で入札した理由 

(2) 入札価格の積算内訳書及び積算書比較等の詳細な検討状況 

(3) 労務者の供給に関する事項 

(4) 手持事業等の状況 

(5) 契約対象事業箇所等と入札者の事務所、倉庫等との関連状況 

(6) 資材（機器）、設備等の調達に関する事項 

(7) 手持資材、機械及び設備に関する事項 

(8) 建設副産物に関する事項 

(9) 過去に施工した同種の公共事業名、発注者及び成績状況並びに履行状況 

(10) 第１号から前号までの事情聴取した結果についての調査検討 

(11) その他の必要な事項 

２ 工事発注課は、調査事項関係書類の受領後、被調査者から事情聴取等を行い、低入札

価格調査確認表及び低入札価格調査結果調書を作成の上、総務課に提出するものとする。 

３ 前項の事情聴取等は、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無を確認

するために実施するものとし、必要に応じ複数回実施することができるものとする。 

４ 総務課は、工事発注課から第３項の低入札価格調査確認表及び低入札価格調査結果調

書の提出を受けたときは、総務課が別途調査する被調査者の信用状態等の必要事項を記

入の上、調査委員会に提出し、前条第４項に規定する判定についての審査を受けなけれ

ばならない。 

５ 工事発注課及び総務課は、前各項に規定する調査のほか、第１１条に規定する失格判

定基準に基づく被調査者の失格の有無等について調査し、調査委員会に報告しなければ

ならない。 

（書類の提出等） 

第９条 被調査者は、開札日から起算して３日以内（岩沼市の休日を定める条例（平成元

年条例第３６号）に規定する休日は除く。）に、調査関係書類を市長に提出しなければ

ならない。ただし、市長が提出期日を別に指定したときは、当該期日までに提出しなけ

ればならない。 

２ 工事発注課は、被調査者が正当な理由なく前項の規定による期日までに調査関係書類

を提出しなかったとき、又は前条第２項及び第３項の事情聴取等に応じないときは、当



該被調査者に対する低入札価格調査を中止し、速やかに総務課に報告しなければならな

い。 

３ 総務課は、前項の規定による報告があったときは、調査委員会にその旨を報告すると

ともに、当該被調査者に対し第１６条に規定する措置を講ずるものとする。 

４ 総務課及び工事発注課は、低入札価格調査の実施に当たり、前３項の規定について被

調査者に説明等を行うものとする。 

（落札者の決定等） 

第１０条 市長は、第７条第４項の規定により調査委員会において判定した被調査者によ

る適切な契約履行の可否についての決定を行うものとする。 

２ 市長は、前項の規定により適切な契約履行ができると認めた被調査者について、次の

各号に掲げる当該被調査者の区分に応じ、当該各号に定める手続を行うものとする。 

⑴ 総合評価実施要綱第３条第１項第２号の規定により落札者を決定しようとするとき

に改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられている被調査者 当

該学識経験者からの意見聴取 

(2) 入札後資格確認型制限付き一般競争入札における被調査者 入札参加資格確認の

実施 

(3) 前２号に規定する以外の入札における被調査者 落札者としての決定 

３ 市長は、第１項の規定により被調査者の入札価格によっては、当該契約に適合した履

行がなされないおそれがあると認めたときは、当該被調査者を失格とする。 

４ 市長は、前項の規定により失格とされた被調査者が、最低価格入札者であるときは当

該最低価格入札者に次いで低い入札価格をもって入札した者を、最高評価値者であると

きは当該最高評価値者に次いで評価値の高い者を次の落札候補者（以下「次順位者」と

いう。）として決定するものとする。この場合において、当該次順位者が低価格入札者

であったときは、前２条の規定により低入札価格調査を実施するものとする。 

５ 市長は、履行期間、時間的な制約等特別な事由があり、前項の規定によりがたいと認

めるときは、同項の規定にかかわらず、必要と認める複数の低価格入札者に対して、同

時に低入札価格調査を実施することができる。 

（失格判定基準） 

第１１条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当し、契約の内容に適合した履



行が確保できないと認めた低価格入札者又は契約内容に適合した履行がされないおそれ

があると認めた低価格入札者を失格とするものとする。 

(1) 第９条第２項に該当する場合 

(2) 設計仕様等に適合しない場合 

ア 市が示した設計図書及び仕様書等に計上した設計数量、工法、施工条件等を満た

していない場合 

イ 材料、製品等について、市が示した設計仕様に適合した品質、規格を満たしてい

ない場合 

(3) 積算内訳書の算出根拠が適正でない場合 

ア 算定根拠が明確でない場合 

イ 金額が一括して計上されている場合 

ウ 下請見積額を下回る積算額が計上されている場合 

エ 下請見積書等の工事内容（規模、工法、数量等）が不明確な場合 

オ 資材（機器）設備等の購入に係る見積額を下回る積算額が計上されている場合 

カ 監理技術者等の人件費、保険料、工事登録費用等の必要な経費が計上されていな

い場合 

キ 下請予定業者の見積金額が過去に取引した実績のある価格を基礎として見積もら

れておらず、積算内訳書記載価格が不当に低額に設定されたことが明白である場合 

(4) 建設副産物の処理が適正でない場合 

ア 建設副産物について適正な処理費用が計上されていない場合 

イ 建設副産物の搬出予定地や処理体制等が設計仕様書等に合致していない場合 

(5) 法令違反や契約上の基本事項違反等であると認められる場合 

ア 監理技術者等が重複専任になる場合 

イ その他の法令違反 

(6) 前各号に掲げるもののほか、適正な工事の履行がなされないと認められる場合 

ア 入札日から過去１年以内において、賃金不払等で送検（労働基準監督署から検察

庁への書類送検）を受けている場合（不起訴となった場合を除く。） 

イ 入札日から過去１年以内において下請代金の未払等で建設工事紛争審査会から支

払を命じる仲裁判断が出された場合 



ウ その他適正な工事の履行がなされないと認められる場合 

（落札者の通知） 

第１２条 市長は、第１０条第２項第３号の規定により落札者の決定を行ったときは、当

該入札の参加者に対し、岩沼市契約事務規則（平成３１年規則第１７号。以下「規則」

という。）第２８条の規定の例により当該決定に関する必要な事項を通知するものとす

る。 

２ 市長は、第１０条第３項及び前条の規定により被調査者を失格としたときは、前項の

規定に準じた通知を行うものとする。 

（契約時の取扱い） 

第１３条 低入札価格調査を実施した事業について、契約保証金として徴する金額は、契

約金額の１００分の３０以上に相当する額とし、規則第５０条に規定する前金払できる

金額は、契約金額の１００分の２０以内の額とする。 

（契約後の取扱い） 

第１４条 工事発注課は、低入札価格調査を実施した事業の執行に当たっては、国が定め

る施工体制台帳等活用マニュアルに基づく施工体制台帳の確認、ヒアリング等のほか、

中間検査を実施するとともに、技術者の現場専任制の徹底、一括した請負に関する点検

の強化等を特に重点的に実施するなど、対象事業の監督体制等の強化に努めるものとす

る。 

２ 規則第６０条第１項に規定する監督職員は、当該事業に係る監督業務において段階確

認、施工の検査等を実施するに当たっては、立会いを原則とし、あらかじめ提出させた

施工体制台帳及び施工計画書等の記載内容に沿った施工が実施されているか確認を行う

とともに、実際の施工が記載内容と異なるときは、その理由等について確認の上、適切

な指導を行うものとする。 

（情報の公開等） 

第１５条 市長は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法

律第１２７号）第８条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令

（平成１３年政令第３４号）第７条の規定により、低入札価格調査制度に係る情報につ

いて閲覧の方法をもって公表するものとする。 

２ 市長は、最低価格入札者を落札者とせず、その次順位者を落札者としたときの経緯及



び理由については、概要書で公表するものとする。 

（虚偽説明等への対応） 

第１６条 市長は、工事発注課から第９条第２項に規定する報告があったとき、又は落札

者の決定後に当該落札者が虚偽の調査関係書類等を提出し、若しくは虚偽の説明を行っ

たことが明らかになったときは、建設工事入札参加業者指名停止要領に基づく指名停止

等の措置を講ずるものとする。 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 


